
制度融資で計画的に事業資金を調達し、負担の少ない資金繰りを！ 

 

 
 
 

コロナ禍を踏まえた各種制限の見直しによる経済の回復が期待されている一方で、これまで
の原油高、物価高に加え、企業における収益や資金繰りの悪化につながるさらなる経営環境変
化が相次いでいる状況を踏まえ、日本政策金融公庫の融資担当者が直接対応して、事業資金の
融資相談を行います。 

 

    開催日時：11 月 28 日 火曜日  10:00~16:00 

   開催場所：たつの市商工会（本所） 
    

申  込 ： 下記申込書に記載の上、ＦＡＸにてお申込みください（11 月２2 日㈬迄） 

     申込先 ： たつの市商工会本所 （本所住所／たつの市揖保川町原 849-37） 

本所（揖保川）   TEL 0791-72-3477 FAX 0791-72-6005  
御 津 支 所   TEL 079-322-0666 FAX 079-322-3170 

新 宮 支 所   TEL 0791-75-0175 FAX 0791-75-4410 

 
★相談に際し、下記の書類をご準備ください。 

事前に下記書類をご提出いただくと、融資実行日までの日数が短縮される場合があります。 

 ① 申込書（下記）          ② 決算書・申告書（２期分） 

③ 設備資金を申し込む場合は見積書  ④ 公庫を初めてご利用の場合は企業概要書等 

⑤ 決算後６ケ月経過している場合は直近の試算表 

 
 

 

     

    
他に【小規模事業者経営改善資金】【セーフティネット貸付】【企業活力強化貸付】【環境エネルギー対策貸付】

など、条件の異なる様々な融資制度があります。（各融資には様々な条件があります） 

 
     ご記入の上、 0791-72-6005 に FAX 送信して下さい（切り取らずに送信してください） 

 

 一日金融相談会申込書  

 
 

事業所名  代表者名  

住  所  電話番号  

資金使途 

（相談のみの場合記入不要） 
運 転 ・ 設 備 

面談希望時間 

□ 10：00  □ 11：00 

□ 13：00  □ 14：00 

□ 15：00 
相談のみ 

（相談のみの場合○をお付けください） 

 

 

※ご記入いただいた個人情報は上記の利用目的のみに使用し、第３者に提供することはございません。またご希望にそえない場合もありますのでご容赦ください。 

談 

＜融資制度の一例＞ 

◆ 一般貸付 【融資限度額 4,800 万円】 

◆ 小規模事業者経営改善資金 【融資限度額 ２,000 万円】 

◆ 新型コロナウイルス感染症特別貸付 【融資限度額 別枠８,000 万円】 

感染症特別貸付 【融資限度額 ２,000 万円】 

 

    

           

日 融 一 金 相 会 


